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意予防接種費用の一部を助成します任

遠藤町長から委嘱状を交付される角田仁井田区長

仁井田区（新）
角田 辰吉さん

鏡田区（再）
柳沼 信夫さん

高久田区（再）
岡部 康治さん

豊郷区（新）
吉田 博さん

鏡石２区（再）
斎藤 一郎さん

鏡石４区（新）
佐藤 節雄さん

旭町区（新）
根本 哲好さん

笠石区（新）
大河原正雄さん

久来石区（新）
菊地 榮助さん

さかい区（再）
今泉 顕喜さん

鏡石３区（再）
有我　忠さん

成田区（新）
添田 健男さん

鏡石１区（再）
面川 信也さん

各
行
政
区
の
新
し
い
区
長
が
決

定
し
ま
し
た
。
行
政
区
長
に
は
、

町
と
地
域
の
太
い
パ
イ
プ
役
と
し

て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

委
嘱
状
交
付
式
が
４
月
11
日
㈬

町
役
場
で
行
わ
れ
、
遠
藤
町
長
か

ら
各
行
政
区
長
へ
委
嘱
状
が
交
付

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
退
任
さ
れ

た
久
来
石
区
の
鈴
木
等
志
さ
ん
、

笠
石
区
の
面
川
平
六
さ
ん
、
鏡
石

任 期
30年４月１日～
　31年３月31日

区
民
と
行
政
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役

地
域
の
行
政
区
長
が
決
定
！

４
区
の
田
代
伊
勢
雄
さ
ん
、
仁
井

田
区
の
角
田
眞
美
さ
ん
、
成
田
区

の
高
橋
一
雄
さ
ん
、
豊
郷
区
の
丸

山
稔
さ
ん
、
旭
町
区
の
円
谷
光
行

さ
ん
の
７
名
へ
感
謝
状
が
贈
呈
さ

れ
ま
し
た
。

式
で
は
、
遠
藤
町
長
が
「
退
任

さ
れ
る
区
長
さ
ん
に
は
大
変
お
世

話
に
な
り
、
敬
意
と
感
謝
を
申
し

上
げ
ま
す
。区
長
の
皆
さ
ま
に
は
、

住
み
よ
い
、
進
化
す
る
、
元
気
な

ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
各
般
に
わ

た
り
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。」
と
挨
拶
し
ま
し
た
。

ま
た
、
社
会
福
祉
協
議
会
協
力

推
進
員
な
ど
の
委
嘱
状
も
合
わ
せ

て
交
付
さ
れ
、
区
長
協
議
会
の
役

員
が
次
の
と
お
り
選
出
さ
れ
ま
し

た
。

（
敬
称
略
）

会
　
長　

今
泉
顕
喜
（
さ
か
い
区
）

副
会
長　

岡
部
康
治
（
高
久
田
区
）

会
　
計　

面
川
信
也
（
鏡
石
１
区
）

監
　
事　

斎
藤
一
郎
（
鏡
石
２
区
）

　
　
　
　

有
我
　

忠
（
鏡
石
３
区
）

予防接種名 対象年齢 標準的な接種
開始時期 接種間隔 助成回数 １回の助成額

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス

ロタリックス
（１価） 生後６週～ 24週 初回接種は生後

14週６日まで
※生後15週以降の初回
接種は助成対象外です。

４週間以上
２回まで 12,000 円

ロタテック
（５価） 生後６週～ 32週 ３回まで 8,000 円

おたふくかぜ
満１歳～就学前のお
子さんでおたふくか
ぜにかかったことの
ないお子さん

12～ 15か月 27日以上 １回のみ 5,000 円

　町では、下記の任意予防接種にかかる費用の一部助成を行います。ただし、平成 30年４月１日以降
接種分に限ります。

※須賀川管内（須賀川市・鏡石町・天栄村）の医療機関で接種を受ける場合は、医療機関に備え付けの予診票
　をご利用の上、各医療機関の接種料金から助成額を差し引いた費用を窓口でお支払いください。

※須賀川管外で接種を受ける場合は、事前に申請が必要となりますので、健康環境課までお越しください。

●問い合わせ先　健康環境課　保健師　☎ 62-2115

あなたの一票が未来をつくる ――

任期満了に伴う鏡石町長選挙は、５月 27日㈰を投票日として行われます。
あなたの一票が、鏡石町の未来をつくります。一人ひとりが大切な一票を無
駄にしないよう、棄権しないで投票しましょう。

鏡石町長選挙

投
票
日
５ 27月 日 日
7:00~18:00

【投票ができる人】満 18 歳以上（平成　
12 年５月 28 日までに生まれた方）で、
平成 30年２月 21日までに転入した方

カンタン！
　選挙の
３ステップ！
「難しそう…」と思われ
がちな選挙ですが、投
票はとても簡単です。

１ 送付された投票所入場券を持って、
入場券に記載されている投票所へ

２ 受付をして、投票用紙を受け取る

３ 候補者氏名を投票用紙に記入し、投
票箱に投函する

【期日前投票】【各投票所】
投票日に投票ができない方は期日
前投票をすることができます。

●日時　５月 23日㈬～ 26日㈯
　　　　 午前８時 30分～午後８時
●場所　町役場第二会議室（１階）

第１投票所　一小あやめホール
第２投票所　笠石防災センター
第３投票所　久来石転作センター
第４投票所　鏡田転作センター
第５投票所　成田保健センター

第６投票所　豊郷構造改善センター
第７投票所　仁井田多目的集会所
第８投票所　旭町コミュニティセンター
第９投票所　高久田多目的集会所

●問い合わせ先　町選挙管理委員会　☎ 62-2111




